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公告第８１６号 

 

京都府市町村職員共済組合定款の一部を次のとおり変更したので、地方公務員等共

済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第５条第９項の規定により公告する。 

 

 令和４年４月１日 

 

                      京都府市町村職員共済組合 

                       理事長 河 井 規 子 

 

 

京都府市町村職員共済組合定款の一部変更について 

 

 第１条 京都府市町村職員共済組合定款（昭和３７年公告第１号）の一部を次のよ

うに変更する。 

   第４０条の２中「施行令第４６条の２」を「施行令第４６条の２第１項」に、

「同条」を「同項」に改める。 

 

第２条 京都府市町村職員共済組合定款の一部を次のように変更する。 

   第４２条中「令和３年度」を「令和４年度」に、「２，１６０円」を「２，１８０

円」に改める。 

 

附 則 

  この変更は、令和４年４月１日から施行する。ただし、変更後の第４０条の２の

規定は、同年１月１日から適用する。 


